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2022年 1月 20日 

追認事項 

 1. 1級勇退審判員 表彰の件 

 2021年をもって引退された以下の審判員に対し、長年にわたりトップカテゴリーにおいて審判

活動をするなど審判技術の向上等に著しく貢献のあったことに対して感謝の意を表するため、

「審判員及び審判指導者等に関する規則 第 12節 第 30条〔表 彰〕」に基づき、表彰したい。 

（以下、敬称略） 

 

1．2021 年をもって引退された審判員 

(1)1級審判員 

  家本 政明 (いえもと まさあき)  

  岡野 宇広 (おかの たかひろ)  

  日高 晴樹 (ひだか はるき)  

  村上 伸次 (むらかみ のぶつく)  

(2)女子 1級審判員 

  平山 歩 (ひらやま あゆむ)  

(3)フットサル 1 級審判員 

  小野寺 祐 (おのでら たすく)  

  間島 宗一 (まじま しゅういち)  

 

2．表彰内規 

(1)審判員 

 1級審判員、女子 1級審判員、またはフットサル 1級審判員で、体力的、精神的等の理由に

より、ご本人の意向で本資格を返納する方 

 

3.感謝状授与 

 1級審判員は 1月 15日(土)、フットサル 1級審判員は 2月 11日(金・祝)にオンラインで授与

予定 

 

参考: 

【表彰規則】 

(表彰者の決定) 

第 6 条 表彰者の決定は、理事会において行う。 

【審判員及び審判指導者等に関する規則】 

第 12 節 審判員及び審判指導者の表彰並びに懲罰 

第 30 条 〔表 彰〕 

本協会は、審判技術の向上等に著しく貢献のあった審判員及び審判指導者を表彰する。 

 

 


